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● 並 肩に暮らせるまちづくり   
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・障害者木人を 中心にした個別の 支援を、 より効果的・ 効率的に 
進められる基盤づくり 

年齢や障害種別等に 関わりなく、 
できるだけ身近なところで 必要な 障害保健福祉の 総合化 
サービスを 受 げながら暮らせる 地 

障害者を支える 制度が、 国民の信頼 

域 づくりを進める。 
を 得て安定的に 運営できるよう、 より 

公平で効率的な 制度にする。 
，市町村中心の 一元的体制 
，地域福祉の 実現 

自立支援型システムへの 制度の持続可能性の 確保 

転換 

・給付の重点 ィヒ ・公平化 

・保護から自立支援 へ ・制度の効率化・ 透明化 

・自己実現・ 社会貢献 

自立して地域で 暮らし、 地域社会にも 
貢献できる仕組みづくりを 進める。       
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( サービス提供主体を 市町村に一元化。 障害の種類 ( 身体障害、 知的障害、 精神障害 ) にかかわらず、 障害者 
の 自立支援を目的とした 共通の福祉サービスは 共通の制度により 提供。 ) 

2 障害者が モ，つ と「働ける社会 l に 

( 障害者が、 企業等で働けるよう、 福祉側からも 支援 ) 3 の ら た土ム 、 ， 活用できるよ う 「規制緩和 l 
( 市町村が地域の 実情に応じて 障害者福祉に 取り組み、 障害者が身近なところでサービスが 利用できるよ う、 
空き教室や空き 店舗の活用も 視野に入れて 規制を緩和する。 ) 

4  分   、   な   一ビス   l     のための「   ま       準の透明Ⅰ ヒ 、 明確Ⅰ ヒ l 

( 支援の必要度合いに 応じてサービスが 公平に利用できるよ う 、 利用に関する 手続きや基準を 透明化、 明確化 
する。 )   5    増             ョ       世     一ビス   の     皆で負担し支え 合 う 仕組みの強化 

C   )  @@L@@-bfK(Dg@(@Lfcr@@MaJ 
( 障害者が福祉サービス ( 個別給付 ) や公費負担医療制度を 利用した場合に、 利用したサービスの 量や医療費、 
所得に応じた 公平な負担を 求める。 この場合、 適切な経過措置を 設ける。 ) 

(2) 国の「財政責任 の 明確Ⅰ ヒ， 
( 福祉サービス ( 個別給付 ) の費用について   これまで国が 補助する仕組みであ った在宅サービスも 含め、 国 

が義務的に負担する 仕組みに改める。 ) 
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0 障害の種別や 年齢により、 制度が複雑に 組合わさっている。 
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医療保険制度等 

  
( 注 ) かっこ内はサービスの 実施主体や保険者等 
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0 障害者に共通の 自立支援のための 各種福祉サービスについて 一元的に規定する 法案 
( 障害者自立支援法案 ) を通常国会に 提出 

0 サービス提供主体は 市町村に一元化 
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施行を俳頭に S 年以内に結瞼を 縛る。 
それまでの 閑は児黛 福祉法に基づく。 
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